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成人健康教室・相談などの日程
問合せ（申込み）　健康センター　〒１８７－００４３　学園東町一丁目１９番１２号　☎０４２（３４６）３７０１

と　き 内容・持ち物 定員・申込み

医 師 に よ る
健 康 づ く り 相 談

１２月２０日（火）
午後の指定する時間

内容…健康診断や人間ドックの結果を基
にした、主に生活習慣病予防に関する個
別相談
持ち物…直近の健診や人間ドックの結
果、お薬手帳、参加カード（お持ちの方）、
食事記録メモ（ ３日分程度）
※運動の相談は動きやすい服装で参加。
飲み物、フェイスタオルなどをお持ちく
ださい。

定員… ６人
事前に問合せ先へ
（先着順）

健 康 づ く り 相 談
（保健師・管理栄
養 士・ 運 動 の 
専 門 相 談 員 ）

１２月１５日（木）
午後の指定する時間

定員… ５人
事前に問合せ先へ
（先着順）

１２月２０日（火）
午後の指定する時間

定員… ２人
事前に問合せ先へ
（先着順）

※１２月２０日（火）は、運動の専門相談員はいません。
※会場は健康センター、対象は市内在住の方。車での来場はご遠慮ください。

東京消防庁救急相談
センター

＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線から）
０４２（５２１）２３２３（ダイヤル回線から）

救急車を呼ぶべきか迷った場合の
相談・２４時間

小平消防署
病院・診療所案内 ０４２（３４１）０１１９ 救急医療機関の案内・２４時間

東京都医療機関案内
サービス（ひまわり） ０３（５２７２）０３０３ 診療中の医療機関の案内・２４時間

東京都による救急診療などの相談・案内

日　　程 診 療 時 間 名　称 所　在　地 電 話 番 号

休日応急診療 日曜日、祝日、
年末年始 午前 ９時～午後 ５時 小平市医

師会応急
診療所

学園東町
１－１９－１２
（健康センター内）

０４２（３４６）３７０６
（左記診療時間内）

準夜応急診療 月曜～日曜日
（年中無休）

午後 ７時３０分～１０時３０分
（受付は１０時１５分まで）

※応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各
種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。

休日応急診療・準夜応急診療（内科・小児科）

休日歯科応急診療医（診療時間：午前９時～午後５時）
日　　程 医療機関名 所　在　地 電 話 番 号

１１月 ６ 日（日） み は ら 歯 科 小川町 １－４１９－５０ ０４２（３４３）１８１４
１１月１３日（日） 一 橋 学 園 歯 科 学園東町 ３－ ７－３５－ １ ０４２（３４５）８１８１
１１月２０日（日） 佐 藤 歯 科 医 院 学園東町 １－ ３－１２ ０４２（３４５）６６４８
※受診の際は、事前にお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。

７５７５
歳
に
な
る
方
に

歳
に
な
る
方
に

保
険
証
な
ど
を
送
付

保
険
証
な
ど
を
送
付

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

▪
保
険
証
を
送
付

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入
は
、

７５
歳
の
誕
生
日
（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る

６５
歳
以
上
７４
歳
以
下
の
方
は
広
域
連
合
の

認
定
を
受
け
た
日
）
か
ら
で
す
。

　
７５
歳
に
な
る
方
に
は
、
誕
生
日
の
前
日

ま
で
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

証
を
簡
易
書
留
で
発
送
し
ま
す
。

　
７５
歳
の
誕
生
日
以
降
は
、
新
し
い
保
険

証
を
病
院
な
ど
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

▪
保
険
料
額
の
通
知

　
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
納
入
通
知
書

は
、
誕
生
月
の
翌
月
（
４
月
か
ら
６
月
生

ま
れ
の
方
は
７
月
）
に
発
送
し
ま
す
。
７５

歳
到
達
者
の
保
険
料
は
、
誕
生
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
月
数
分
を
算
定
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
は
原
則
、
年
金
か
ら
の

引
き
落
と
し（
特
別
徴
収
）に
な
り
ま
す
。

※
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は
納
付

書
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
特
別
徴
収
を
中
止
し
て
、
口
座
振
替
で

の
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▪
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
申
請

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前

に
、
国
民
健
康
保
険
や
会
社
の
健
康
保
険

な
ど
で
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
持
っ
て

い
た
方
は
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

保
険
証
が
届
い
た
ら
、
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
適
用
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
８受

け
忘
れ
に
注
意
を

生
活
習
慣
病
の

予
防
・
早
期
発
見
に

健
康
診
査
の
受
診
を

▪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
方

　
対
象
の
方
に
は
、
６
月
下
旬
に
受
診
票

な
ど
を
送
付
し
ま
し
た
。
紛
失
し
た
場
合

は
再
交
付
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
１１
月
１
日
時
点
で
未
受
診
者
の
方
へ
、

１１
月
中
旬
に
受
診
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま

す
。

と
　
き　
令
和
５
年
１
月
３１
日
（
火
）
ま

でと
こ
ろ　
指
定
医
療
機
関

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
８

国
民
年
金

▪
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
を
発
送

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
そ
の
年
の
１
月

１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
に
支
払
っ
た
全

額
が
、
所
得
税
や
住
民
税
の
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
納
付
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
令
和
４
年
１
月

１
日
か
ら
９
月
３０
日
ま
で
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
額
を
証
明
す
る
社
会
保
険

料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
を
、

１１
月
上
旬
ま
で
に
順
次
発
送
し
ま
す
。

　
年
末
調
整
、
確
定
申
告
の
手
続
き
の
際

に
は
、
こ
の
証
明
書
と
１０
月
１
日
以
降
に

納
付
し
た
領
収
書
が
必
要
で
す
。

※
１０
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
に
、
今

年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

方
に
は
、
令
和
５
年
２
月
上
旬
ご
ろ
に
証

明
書
を
発
送
し
ま
す
。

※
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
は
、
納
付
者
が
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
申
請
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
（
０
０
３
）
０
０
４

▪
国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加
入

　
国
民
年
金
の
加
入
義
務
は
、
２０
歳
か
ら

６０
歳
ま
で
の
期
間
で
す
。
過
去
、
未
加
入

期
間
や
未
納
期
間
が
あ
り
、
満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
で
き
な
い
方
は
、
高
齢

任
意
加
入
を
申
し
出
る
と
、
受
給
額
を
満

額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
納
付
意
思
に
基
づ
く
申
し
出
の
た
め
、

免
除
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
申
し
出
は
、
６０
歳
の
誕
生
日
前
日
か

ら
、
市
役
所
、
東
部
・
西
部
出
張
所
、
年

金
事
務
所
で
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
　
象　
年
金
制
度
未
加
入
の
６０
歳
以
上

６５
歳
未
満
で
、
納
付
月
数
が
４
百
８０
月
未

満
の
方

持
ち
物　
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）、
年
金
手
帳
ま

た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
預
金
通

帳
、
通
帳
の
届
出
印

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委
任
状

（
委
任
者
本
人
が
記
入
し
た
も
の
）、
代

理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

※
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
中
の
方
は
、
加

入
で
き
ま
せ
ん
。
厚
生
年
金
喪
失
後
に
申

し
出
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
１

国
民
健
康
保
険

▪
特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
な
い
方
は
、

集
団
健
診
の
受
診
を

　
集
団
健
診
は
、
１０
月
末
ま
で
に
国
民
健

康
保
険
の
特
定
健
診
を
受
け
て
い
な
い
方

の
た
め
の
健
康
診
査
で
す
。
内
容
は
、
特

定
健
診
と
同
じ
で
す
。

と
　
き　
令
和
５
年
１
月
３１
日
（
火
）、

２
月
４
日（
土
）・１０
日（
金
）・１１
日（
土・

祝
）・
１４
日
（
火
）　
午
前
９
時
３０
分
〜
午

後
０
時
３０
分

と
こ
ろ　
健
康
セ
ン
タ
ー

※
２
月
１０
日
の
み
福
祉
会
館
。

対
　
象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
４０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で
（
昭
和
２３
年
４
月

１
日
〜
昭
和
５８
年
３
月
３１
日
生
ま
れ
）　

で
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
引
き

続
き
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

▽
１０
月
末
ま
で
に
特
定
健
診
を
受
診
し
て

い
な
い

※
今
年
度
、
す
で
に
特
定
健
診
や
人
間
ド

ッ
ク
、
職
場
の
健
康
診
断
を
受
診
し
た
方

や
、
小
平
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
い
方
、
令
和
４
年
４
月
２
日
以
降
に

加
入
し
た
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

定
　
員　
各
百
５０
人

申
込
み　
１１
月
１５
日
（
火
）
ま
で
に
、
電

話
で
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
記
号

番
号
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
希
望

日
を
問
合
せ
先
へ
（
先
着
順
）

※
お
子
様
連
れ
で
の
受
診
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

※
受
診
票
は
、
１２
月
下
旬
に
発
送
す
る
予

定
で
す
。
受
診
期
間
が
変
更
ま
た
は
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
２
９

塩
分
計
の
貸
し
出
し

減
塩
チ
ャ
レ
ン
ジ

　
塩
分
計
を
使
っ
て
自
分
の
味
覚
を
知

り
、
減
塩
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

　
ミ
ニ
講
話
で
は
、
今
日
か
ら
簡
単
に
で

き
る
減
塩
の
こ
つ
を
お
伝
え
し
ま
す
。

と
　
き　
１２
月
５
日
（
月
）　
午
前
９
時

３０
分
〜
１０
時
３０
分
、
１１
時
〜
正
午

と
こ
ろ　
健
康
セ
ン
タ
ー

対
　
象　
市
内
在
住
の
方

※
初
め
て
の
方
を
優
先
。

定
　
員　
各
１５
人

内
　
容　
栄
養
ミ
ニ
講
話
、
塩
分
計
の
貸

し
出
し

持
ち
物　
筆
記
用
具
、
参
加
カ
ー
ド
（
お

持
ち
の
方
）

申
込
み　
１１
月
７
日
（
月
）
か
ら
、
健
康

セ
ン
タ
ー
へ
（
電
話
可
、
先
着
順
）
☎
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
１

障
が
い
者
虐
待
を

障
が
い
者
虐
待
を

防
止
し
ま
し
ょ
う

防
止
し
ま
し
ょ
う

　
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護

者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
法
律
で
は
、
障
が
い
者
の
尊
厳
を

守
り
、
自
立
や
社
会
参
加
の
妨
げ
と
な
ら

な
い
よ
う
虐
待
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
予
防
と
早
期
発
見
の
た
め
の
取
り
組

み
や
、
障
が
い
者
を
現
に
養
護
す
る
人
に

対
し
て
支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
の
理
解
や
取
り
組
み
に
よ

り
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
人
権
の
尊
重
や

権
利
擁
護
、
誰
も
が
地
域
で
い
き
い
き
と

暮
ら
せ
る
社
会
に
つ
な
が
り
ま
す
。

▪
障
が
い
者
虐
待
と
は

▽
主
に
家
族
な
ど
の
養
護
者
に
よ
る
虐
待

▽
障
害
者
施
設
従
業
者
な
ど
に
よ
る
虐
待

▽
使
用
者
に
よ
る
虐
待

▪
障
が
い
者
虐
待
の
種
類

▽
身
体
的
虐
待

　
暴
力
や
体
罰
に
よ
っ
て
身
体
に
傷
や
あ

ざ
、
痛
み
を
与
え
る
行
為
。
身
体
を
縛
り

つ
け
た
り
、
過
剰
な
投
薬
に
よ
っ
て
身
体

の
動
き
を
抑
制
す
る
行
為

▽
性
的
虐
待

　
性
的
な
行
為
や
そ
の
強
要

▽
心
理
的
虐
待

　
脅
し
、
侮
辱
な
ど
の
言
葉
や
態
度
、
無

視
、
嫌
が
ら
せ
な
ど
で
精
神
的
に
苦
痛
を

与
え
る
行
為

▽
放
棄
・
放
置

　
食
事
や
排
泄
、
入
浴
、
洗
濯
な
ど
身
辺

の
世
話
や
介
助
を
し
な
い
、
必
要
な
福
祉

サ
ー
ビ
ス
や
医
療
を
受
け
さ
せ
な
い
な
ど

に
よ
っ
て
障
が
い
者
の
生
活
環
境
や
身

体
・
精
神
的
状
態
を
悪
化
、
ま
た
は
不
当

に
放
置
す
る
行
為

▽
経
済
的
虐
待

　
本
人
の
同
意
な
し
に
（
あ
る
い
は
だ
ま

す
な
ど
で
）
財
産
や
年
金
、
賃
金
を
使
っ

た
り
勝
手
に
運
用
し
、
本
人
が
希
望
す
る

金
銭
の
使
用
を
理
由
な
く
制
限
す
る
行
為

▪
発
見
し
た
ら
、
連
絡
を

　
障
が
い
者
へ
の
虐
待
を
発
見
し
た
人
に

は
、
通
報
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

※
緊
急
の
場
合
は
１
１
０
番
、
重
篤
な
傷

病
が
あ
る
場
合
は
１
１
９
番
通
報
し
て
く

だ
さ
い
。

※
相
談
や
通
報
・
届
出
を
し
た
人
の
情
報

は
守
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
２

生
活
サ
ポ
ー
タ
ー 

養

成

講

座

　
受
講
す
る
と
、
高
齢
者
対
象
の
介
護
予

防
・
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
市

内
の
事
業
所
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
　
き　
１２
月
１
日
（
木
）・２
日
（
金
）・

５
日
（
月
）・
８
日
（
木
）　
午
前
１０
時
〜

午
後
３
時
３０
分
（
８
日
は
午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
３０
分
）　
全
４
回

と
こ
ろ　
福
祉
会
館

対
　
象　
全
日
程
の
受
講
が
可
能
な
方

で
、
生
活
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
働
く
意
欲

が
あ
る
方

定
　
員　
２０
人

内
　
容　
介
護
保
険
制
度
と
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
基
礎
知
識
、
高
齢
者
の
特
徴
、
高
齢

者
に
多
い
病
気
、
家
事
援
助
の
実
際
（
買

い
物
・
料
理
・
掃
除
・
洗
濯
）、
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
ほ
か

申
込
み　
１１
月
７
日
（
月
）
か
ら
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
中
央
セ
ン
タ
ー
へ

（
先
着
順
）
☎
０４２
（
３
４
５
）
０
６
９
１

成
年
後
見
制
度

成
年
後
見
制
度

基
礎
講
座

基
礎
講
座

▪
後
見
人
の
お
仕
事
　
就
任
か
ら
終
了
ま

で
の
実
務

　
後
見
人
の
申
立
て
か
ら
終
了
ま
で
の
実

務
に
つ
い
て
具
体
的
に
学
び
ま
す
。

と
　
き　
１２
月
１９
日
（
月
）　　
午
後
２

時
〜
４
時

と
こ
ろ　
福
祉
会
館
４
階
小
ホ
ー
ル

対
　
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

定
　
員　
４０
人

主
　
催　
小
平
市
社
会
福
祉
協
議
会

申
込
み　
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
こ
だ
い
ら

へ
（
電
話
可
、先
着
順
）
☎
０４２
（
３
４
２
）

８
７
８
０
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）


